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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体の組織を撮影した３次元医用画像データを取得する取得部と、
　前記３次元医用画像データに、右心室、右室流入部、及び右室流出部を含む設定領域を
設定する設定部と、
　前記設定領域について、前記右室流入部及び前記右室流出部のうち少なくとも一方にお
ける輪状の境界位置により、前記右心室に対応する関心領域とそれ以外の領域とに分け、
前記３次元医用画像データから、前記関心領域と前記それ以外の領域とを区別した画像を
生成する生成部と、
　前記関心領域に関する容積及び運動指標の少なくとも一方の情報を算出する算出部と、
　前記関心領域と前記それ以外の領域とを区別した画像を表示させ、前記画像における前
記関心領域に対して算出した情報を表示させる表示制御部と、
　前記画像上で前記輪状の境界位置を変更する旨の指示を操作者から受け付け、前記指示
に応じて前記輪状の境界位置を変更する変更部と
　を備え、
　前記生成部は、変更された前記輪状の境界位置に基づいて、変更された関心領域を含む
画像を再生成し、
　前記表示制御部は、再生成された画像における前記変更された関心領域に対し、容積及
び運動指標の少なくとも一方の情報を表示させる、
　医用画像診断装置。
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【請求項２】
　前記算出部は、前記変更部による変更に応じて、前記情報の再算出を行い、
　前記表示制御部は、前記再生成された画像に、前記関心領域に対し前記再算出された情
報を表示させる、請求項１に記載の医用画像診断装置。
【請求項３】
　前記設定部は、前記輪状の境界位置を、前記組織の少なくとも一部の概形を示す複数の
位置のいずれかを通るように設定し、
　前記変更部は、前記輪状の境界位置を、前記複数の位置のいずれかを通るように変更す
る、請求項２に記載の医用画像診断装置。
【請求項４】
　前記取得部は、前記組織として心臓の少なくとも一部が撮影された３次元医用画像デー
タを、少なくとも１心拍分取得し、
　前記算出部は、前記取得部によって取得された少なくとも１心拍分の３次元医用画像デ
ータに含まれる３次元医用画像データ同士のパターンマッチングを含む処理により、前記
情報を算出する、請求項１～３のいずれか一つに記載の医用画像診断装置。
【請求項５】
　前記生成部は、前記設定領域と前記関心領域とを、それぞれ異なるカラーコードで表示
する、請求項１～４のいずれか一つに記載の医用画像診断装置。
【請求項６】
　前記生成部は、前記関心領域を前記情報に基づくカラーコードで表示し、前記それ以外
の領域をワイヤーフレームで表示する、請求項１～５のいずれか一つに記載の医用画像診
断装置。
【請求項７】
　前記３次元医用画像データは、超音波の送受信によって生成された３次元の超音波画像
データである、請求項１～６のいずれか一つに記載の医用画像診断装置。
【請求項８】
　被検体の組織を撮影した３次元医用画像データを取得する取得部と、
　前記３次元医用画像データに、右心室、右室流入部、及び右室流出部を含む設定領域を
設定する設定部と、
　前記設定領域について、前記右室流入部及び前記右室流出部のうち少なくとも一方にお
ける輪状の境界位置により、前記右心室に対応する関心領域とそれ以外の領域とに分け、
前記３次元医用画像データから、前記関心領域と前記それ以外の領域とを区別した画像を
生成する生成部と、
　前記関心領域に関する容積及び運動指標の少なくとも一方の情報を算出する算出部と、
　前記関心領域と前記それ以外の領域とを区別した画像を表示させ、前記画像における前
記関心領域に対して算出した情報を表示させる表示制御部と、
　前記画像上で前記輪状の境界位置を変更する旨の指示を操作者から受け付け、前記指示
に応じて前記輪状の境界位置を変更する変更部と
　を備え、
　前記生成部は、変更された前記輪状の境界位置に基づいて、変更された関心領域を含む
画像を再生成し、
　前記表示制御部は、再生成された画像における前記変更された関心領域に対し、容積及
び運動指標の少なくとも一方の情報を表示させる、
　画像処理装置。
【請求項９】
　被検体の組織を撮影した３次元医用画像データを取得し、
　前記３次元医用画像データに、右心室、右室流入部、及び右室流出部を含む設定領域を
設定し、
　前記設定領域について、前記右室流入部及び前記右室流出部のうち少なくとも一方にお
ける輪状の境界位置により、前記右心室に対応する関心領域とそれ以外の領域とに分け、
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前記３次元医用画像データから、前記関心領域と前記それ以外の領域とを区別した画像を
生成し、
　前記関心領域に関する容積及び運動指標の少なくとも一方の情報を算出し、
　前記関心領域と前記それ以外の領域とを区別した画像を表示させ、前記画像における前
記関心領域に対して算出した情報を表示させ、
　前記画像上で前記輪状の境界位置を変更する旨の指示を操作者から受け付け、前記指示
に応じて前記輪状の境界位置を変更し、
　変更された前記輪状の境界位置に基づいて、変更された関心領域を含む画像を再生成し
、
　再生成された画像における前記変更された関心領域に対し、容積及び運動指標の少なく
とも一方の情報を表示させる、
　各処理をコンピュータに実行させる画像処理プログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、医用画像診断装置、画像処理装置及び画像処理プログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、心機能を客観的かつ定量的に評価するために、心臓における組織の変位や歪み等
の運動指標を求める技術がある。例えば、超音波診断装置は、心臓の３次元の超音波画像
を時系列的に収集し、超音波画像上で局所領域のパターンマッチングを行って、局所領域
を追跡（トラッキング）することで、心臓の運動指標を推定する。そして、超音波診断装
置は、例えば、操作者により設定された関心領域に含まれる心臓（又は心室、心房等）の
画像をレンダリング処理により生成して、推定した運動指標をカラーコード化してレンダ
リング画像に表示する。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】Ｔｏｍｏｙｕｋｉ　Ｔａｋｅｇｕｃｈｉ，　Ｍａｓａｈｉｄｅ　Ｎｉｓ
ｈｉｕｒａ，　Ｙａｓｕｈｉｋｏ　Ａｂｅ，　Ｈｉｒｏｙｕｋｉ　Ｏｈｕｃｈｉ，　Ｔｅ
ｔｓｕｙａ　Ｋａｗａｇｉｓｈｉ，　「Ｐｒａｃｔｉｃａｌ　ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏ
ｎｓ　ｆｏｒ　ａ　ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　ｒａｐｉｄ　ｃａｒｄｉａｃ　ｆｕｎｃｔｉｏ
ｎ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｂａｓｅｄ　ｏｎ　ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｓｐ
ｅｃｋｌｅ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　ｉｎ　ａ　ｔｈｒｅｅ－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　ｄｉ
ａｇｎｏｓｔｉｃ　ｕｌｔｒａｓｏｕｎｄ　ｓｙｓｔｅｍ」，Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｍ
ｅｄｉｃａｌ　Ｕｌｔｒａｓｏｎｉｃｓ，　Ａｐｒｉｌ　２０１０，　Ｖｏｌ．　３７，
　Ｉｓｓｕｅ　２，　ｐｐ　４１－４９
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、３次元画像に設定された関心領域の境界周辺の様子
を容易に把握することができる医用画像診断装置、画像処理装置及び画像処理プログラム
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態の医用画像診断装置は、取得部と、設定部と、生成部と、算出部と、表示制御
部と、変更部とを備える。取得部は、被検体の組織を撮影した３次元医用画像データを取
得する。設定部は、前記３次元医用画像データに、右心室、右室流入部、及び右室流出部
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を含む設定領域を設定する。生成部は、前記設定領域について、前記右室流入部及び前記
右室流出部のうち少なくとも一方における輪状の境界位置により、前記右心室に対応する
関心領域とそれ以外の領域とに分け、前記３次元医用画像データから、前記関心領域と前
記それ以外の領域とを区別した画像を生成する。算出部は、前記関心領域に関する容積及
び運動指標の少なくとも一方の情報を算出する。表示制御部は、前記関心領域と前記それ
以外の領域とを区別した画像を表示させ、前記画像における前記関心領域に対して算出し
た情報を表示させる。変更部は、前記画像上で前記輪状の境界位置を変更する旨の指示を
操作者から受け付け、前記指示に応じて前記輪状の境界位置を変更する。生成部は、変更
された前記輪状の境界位置に基づいて、変更された関心領域を含む画像を再生成する。表
示制御部は、再生成された画像における前記変更された関心領域に対し、容積及び運動指
標の少なくとも一方の情報を表示させる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である
。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る算出部１７２により設定される構成点について説
明するための図である。
【図３Ａ】図３Ａは、第１の実施形態に係る表示制御部１７５により表示される表示画面
の一例を示す図である。
【図３Ｂ】図３Ｂは、第１の実施形態に係る表示制御部１７５により表示される表示画面
の一例を示す図である。
【図４Ａ】図４Ａは、第１の実施形態に係る変更部１７６の処理を説明するための図であ
る。
【図４Ｂ】図４Ｂは、第１の実施形態に係る変更部１７６の処理を説明するための図であ
る。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するためのフローチ
ャートである。
【図６】図６は、第１の実施形態の変形例に係る変更部１７６の処理を説明するための図
である。
【図７】図７は、その他の実施形態に係る画像処理システムの構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、図面を参照して、実施形態に係る医用画像診断装置、画像処理装置及び画像処理
プログラムを説明する。
【０００８】
　なお、以下では、実施形態が、医用画像診断装置の一例として、超音波診断装置に適用
される場合を説明するが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、実施形態
は、Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ（Computed　Tomography）装置、ＭＲＩ（Magnetic　Resona
nce　Imaging）装置、ＳＰＥＣＴ（Single　Photon　Emission　Computed　Tomography）
装置、ＰＥＴ（Positron　Emission　Tomography）装置、ＳＰＥＣＴ装置とＸ線ＣＴ装置
とが一体化されたＳＰＥＣＴ－ＣＴ装置、ＰＥＴ装置とＸ線ＣＴ装置とが一体化されたＰ
ＥＴ－ＣＴ装置、ＰＥＴ装置とＭＲＩ装置とが一体化されたＰＥＴ－ＭＲＩ装置、若しく
はこれらの装置を複数含む装置群等に適用される場合であってもよい。
【０００９】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である。図１
に示すように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、超音波プローブ１１と、入力
部１２と、モニタ１３と、心電計１４と、装置本体１００とを有する。
【００１０】
　超音波プローブ１１は、複数の圧電振動子を有し、これら複数の圧電振動子は、後述す
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る装置本体１００が有する送受信部１１０から供給される駆動信号に基づき超音波を発生
する。また、超音波プローブ１１は、被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号に変換す
る。また、超音波プローブ１１は、圧電振動子に設けられる整合層と、圧電振動子から後
方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有する。なお、超音波プローブ１１は、
装置本体１００と着脱自在に接続される。
【００１１】
　超音波プローブ１１から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被検
体Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号と
して超音波プローブ１１が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される反射波信
号の振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。
なお、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁等の表面で反射された場合
の反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依存し
て、周波数偏移を受ける。
【００１２】
　例えば、本実施形態では、被検体Ｐの３次元走査用に、メカニカル４Ｄプローブや２Ｄ
アレイプローブが超音波プローブ１１として装置本体１００と接続される。メカニカル４
Ｄプローブは、１Ｄアレイプローブのように一列で配列された複数の圧電振動子を用いて
２次元走査が可能であるとともに、複数の圧電振動子を所定の角度（揺動角度）で揺動さ
せることで３次元走査が可能である。また、２Ｄアレイプローブは、マトリックス状に配
置された複数の圧電振動子により３次元走査が可能であるとともに、超音波を集束して送
信することで２次元走査が可能である。
【００１３】
　入力部１２は、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチコマンドスクリ
ーン、フットスイッチ、トラックボール、ジョイスティック等を有し、超音波診断装置の
操作者からの各種設定要求を受け付け、装置本体１００に対して受け付けた各種設定要求
を転送する。
【００１４】
　モニタ１３は、超音波診断装置の操作者が入力部１２を用いて各種設定要求を入力する
ためのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、装置本体１００において生
成された超音波画像データ等を表示したりする。
【００１５】
　心電計１４は、超音波走査される被検体Ｐの生体信号として、被検体Ｐの心電波形（Ｅ
ＣＧ：　Electrocardiogram）を取得する。心電計１４は、取得した心電波形を装置本体
１００に送信する。
【００１６】
　装置本体１００は、超音波プローブ１１が受信した反射波信号に基づいて超音波画像デ
ータを生成する装置である。図１に示す装置本体１００は、超音波プローブ１１が受信し
た２次元の反射波データに基づいて２次元の超音波画像データを生成可能な装置である。
また、図１に示す装置本体１００は、超音波プローブ１１が受信した３次元の反射波デー
タに基づいて３次元の超音波画像データを生成可能な装置である。なお、３次元の超音波
画像データは、「３次元医用画像データ」若しくは「ボリュームデータ」の一例である。
【００１７】
　装置本体１００は、図１に示すように、送受信部１１０と、Ｂモード処理部１２０と、
ドプラ処理部１３０と、画像生成部１４０と、画像メモリ１５０と、内部記憶部１６０と
、制御部１７０とを有する。
【００１８】
　送受信部１１０は、パルス発生器、送信遅延部、パルサ等を有し、超音波プローブ１１
に駆動信号を供給する。パルス発生器は、所定のレート周波数で、送信超音波を形成する
ためのレートパルスを繰り返し発生する。また、送信遅延部は、超音波プローブ１１から
発生される超音波をビーム状に集束し、かつ送信指向性を決定するために必要な圧電振動
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子ごとの遅延時間を、パルス発生器が発生する各レートパルスに対し与える。また、パル
サは、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１１に駆動信号（駆動パルス
）を印加する。すなわち、送信遅延部は、各レートパルスに対し与える遅延時間を変化さ
せることで、圧電振動子面から送信される超音波の送信方向を任意に調整する。
【００１９】
　なお、送受信部１１０は、後述する制御部１７０の指示に基づいて、所定のスキャンシ
ーケンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能な機能を有し
ている。特に、送信駆動電圧の変更は、瞬間にその値を切り替え可能なリニアアンプ型の
発信回路、又は、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される。
【００２０】
　また、送受信部１１０は、プリアンプ、Ａ／Ｄ（Analog／Digital）変換器、受信遅延
部、加算器等を有し、超音波プローブ１１が受信した反射波信号に対して各種処理を行っ
て反射波データを生成する。プリアンプは、反射波信号をチャネル毎に増幅する。Ａ／Ｄ
変換器は、増幅された反射波信号をＡ／Ｄ変換する。受信遅延部は、受信指向性を決定す
るために必要な遅延時間を与える。加算器は、受信遅延部によって処理された反射波信号
の加算処理を行って反射波データを生成する。加算器の加算処理により、反射波信号の受
信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とにより超音
波送受信の総合的なビームが形成される。
【００２１】
　送受信部１１０は、被検体Ｐの２次元領域を走査する場合、超音波プローブ１１から２
次元方向に超音波ビームを送信させる。そして、送受信部１１０は、超音波プローブ１１
が受信した反射波信号から２次元の反射波データを生成する。また、送受信部１１０は、
被検体Ｐの３次元領域を走査する場合、超音波プローブ１１から３次元方向に超音波ビー
ムを送信させる。そして、送受信部１１０は、超音波プローブ１１が受信した反射波信号
から３次元の反射波データを生成する。
【００２２】
　なお、送受信部１１０からの出力信号の形態は、ＲＦ（Radio　Frequency）信号と呼ば
れる位相情報が含まれる信号である場合や、包絡線検波処理後の振幅情報である場合等、
種々の形態が選択可能である。
【００２３】
　Ｂモード処理部１２０は、送受信部１１０から反射波データを受信し、対数増幅、包絡
線検波処理等を行って、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモードデータ）
を生成する。
【００２４】
　ドプラ処理部１３０は、送受信部１１０から受信した反射波データから速度情報を周波
数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、速度、分散、パワ
ー等の移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を生成する。
【００２５】
　なお、第１の実施形態に係るＢモード処理部１２０及びドプラ処理部１３０は、２次元
の反射波データ及び３次元の反射波データの両方について処理可能である。すなわち、Ｂ
モード処理部１２０は、２次元の反射波データから２次元のＢモードデータを生成し、３
次元の反射波データから３次元のＢモードデータを生成する。また、ドプラ処理部１３０
は、２次元の反射波データから２次元のドプラデータを生成し、３次元の反射波データか
ら３次元のドプラデータを生成する。
【００２６】
　画像生成部１４０は、Ｂモード処理部１２０及びドプラ処理部１３０が生成したデータ
から超音波画像データを生成する。すなわち、画像生成部１４０は、Ｂモード処理部１２
０が生成した２次元のＢモードデータから、反射波の強度を輝度で表した２次元Ｂモード
画像データを生成する。また、画像生成部１４０は、ドプラ処理部１３０が生成した２次
元のドプラデータから、移動体情報を表す２次元ドプラ画像データを生成する。２次元ド
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プラ画像データは、速度画像データ、分散画像データ、パワー画像データ、又は、これら
を組み合わせた画像データである。また、画像生成部１４０は、ドプラ処理部１３０が生
成したドプラデータから、血流や組織の速度情報を時系列に沿ってプロットしたドプラ波
形を生成することも可能である。
【００２７】
　ここで、画像生成部１４０は、一般的には、超音波走査の走査線信号列を、テレビ等に
代表されるビデオフォーマットの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）し、表示用
の超音波画像データを生成する。具体的には、画像生成部１４０は、超音波プローブ１１
による超音波の走査形態に応じて座標変換を行うことで、表示用の超音波画像データを生
成する。また、画像生成部１４０は、スキャンコンバート以外に種々の画像処理として、
例えば、スキャンコンバート後の複数の画像フレームを用いて、輝度の平均値画像を再生
成する画像処理（平滑化処理）や、画像内で微分フィルタを用いる画像処理（エッジ強調
処理）等を行う。また、画像生成部１４０は、超音波画像データに、種々のパラメータの
文字情報、目盛り、ボディーマーク等を合成する。
【００２８】
　すなわち、Ｂモードデータ及びドプラデータは、スキャンコンバート処理前の超音波画
像データであり、画像生成部１４０が生成するデータは、スキャンコンバート処理後の表
示用の超音波画像データである。なお、Ｂモードデータ及びドプラデータは、生データ（
Raw　Data）とも呼ばれる。
【００２９】
　更に、画像生成部１４０は、Ｂモード処理部１２０が生成した３次元のＢモードデータ
に対して座標変換を行うことで、３次元Ｂモード画像データを生成する。また、画像生成
部１４０は、ドプラ処理部１３０が生成した３次元のドプラデータに対して座標変換を行
うことで、３次元ドプラ画像データを生成する。すなわち、画像生成部１４０は、「３次
元のＢモード画像データや３次元ドプラ画像データ」を「３次元超音波画像データ（ボリ
ュームデータ）」として生成する。
【００３０】
　更に、画像生成部１４０は、ボリュームデータをモニタ１３にて表示するための各種の
２次元画像データを生成するために、ボリュームデータに対してレンダリング処理を行う
。画像生成部１４０が行うレンダリング処理としては、断面再構成法（ＭＰＲ：Multi　P
laner　Reconstruction）を行ってボリュームデータからＭＰＲ画像データを生成する処
理がある。また、画像生成部１４０が行うレンダリング処理としては、ボリュームデータ
に対して「Curved　MPR」を行う処理や、ボリュームデータに対して「Maximum　Intensit
y　Projection」を行う処理がある。また、画像生成部１４０が行うレンダリング処理と
しては、ボリュームレンダリング（ＶＲ：Volume　Rendering）処理やサーフェスレンダ
リング（ＳＲ：Surface　Rendering）処理がある。
【００３１】
　画像メモリ１５０は、画像生成部１４０が生成した表示用の画像データを記憶するメモ
リである。また、画像メモリ１５０は、Ｂモード処理部１２０やドプラ処理部１３０が生
成したデータを記憶することも可能である。画像メモリ１５０が記憶するＢモードデータ
やドプラデータは、例えば、診断の後に操作者が呼び出すことが可能となっており、画像
生成部１４０を経由して表示用の超音波画像データとなる。
【００３２】
　なお、画像生成部１４０は、超音波画像データと当該超音波画像データを生成するため
に行われた超音波走査の時間とを、心電計１４から送信された心電波形に対応付けて画像
メモリ１５０に格納する。後述する制御部１７０は、画像メモリ１５０に格納されたデー
タを参照することで、超音波画像データを生成するために行われた超音波走査時の心時相
を取得することができる。
【００３３】
　内部記憶部１６０は、超音波送受信、画像処理及び表示処理を行うための制御プログラ
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ムや、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見等）や、診断プロトコルや各種ボディー
マーク等の各種データを記憶する。また、内部記憶部１６０は、必要に応じて、画像メモ
リ１５０が記憶する画像データの保管等にも使用される。また、内部記憶部１６０が記憶
するデータは、図示しないインターフェースを経由して、外部装置へ転送することができ
る。なお、外部装置は、例えば、画像処理用の高性能なワークステーションや、画像診断
を行う医師が使用するＰＣ（Personal　Computer）、ＣＤやＤＶＤ等の記憶媒体、プリン
ター等である。
【００３４】
　制御部１７０は、超音波診断装置の処理全体を制御する。具体的には、制御部１７０は
、入力部１２を介して操作者から入力された各種設定要求や、内部記憶部１６０から読込
んだ各種制御プログラム及び各種データに基づき、送受信部１１０、Ｂモード処理部１２
０、ドプラ処理部１３０及び画像生成部１４０の処理を制御する。また、制御部１７０は
、画像メモリ１５０や内部記憶部１６０が記憶する表示用の超音波画像データをモニタ１
３にて表示するように制御する。
【００３５】
　また、制御部１７０は、周期的に運動する組織の運動指標（運動情報）を提供する。例
えば、制御部１７０は、画像メモリ１５０に格納された心臓の超音波画像データを取得し
て、画像処理による心臓の壁運動解析（Wall　Motion　Tracking、ＷＭＴ）を行って心臓
壁の運動指標を算出する。そして、制御部１７０は、生成した運動指標を、画像メモリ１
５０や内部記憶部１６０に格納する。なお、制御部１７０が運動指標を算出する処理につ
いては、後述する。
【００３６】
　ところで、従来の技術では、３次元画像に設定された関心領域の境界周辺の様子を把握
するのが難しい場合がある。例えば、右心室（ＲＶ：Right　Ventricle）が関心領域とし
て３次元的に表示される場合、右心室へ血流が流入する流入部は、三尖弁を境界として除
外され、右心室から血流が流出する流出部は、肺動脈弁を境界として除外され、右心室の
みが表示される。このような場合、三尖弁や肺動脈弁の境界周辺の様子を把握するのが難
しい。
【００３７】
　また、関心領域の境界周辺の様子を把握するのが難しい場合や、画質依存により境界位
置が解りにくい場合には、関心領域の境界を変更できれば有用であると考えられる。しか
しながら、従来の技術では、解析結果が表示された状態において境界位置を変更すること
ができず、境界位置の入力設定まで戻る手間を要していた。
【００３８】
　そこで、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、３次元画像に設定された関心領域
の境界周辺の様子を容易に把握するために、以下の構成を備える。
【００３９】
　第１の実施形態に係る制御部１７０は、取得部１７１と、算出部１７２と、設定部１７
３と、生成部１７４と、表示制御部１７５と、変更部１７６とを備える。
【００４０】
　なお、以下では、制御部１７０が心臓の壁運動解析を行って心臓壁の運動指標を算出す
る場合について説明するが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、制御部
１７０は、壁運動解析に限らず、心筋の容積や心腔内の容積に関する情報を算出すること
も可能である。
【００４１】
　取得部１７１は、連結された複数の関心領域を含む被検体の部位を撮影した３次元医用
画像データを取得する。ここで、本実施形態において被検体の部位に含まれる複数の関心
領域とは、例えば、右心室、右心室へ血液を流入させる右室流入部、及び右心室から血液
を流出させる右室流出部を含む。例えば、取得部１７１は、部位として心臓の少なくとも
一部が撮影された３次元医用画像データを、少なくとも１心拍分取得する。
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【００４２】
　例えば、操作者は、セクタプローブにより、被検体Ｐの右心室の周囲（右心室、右室流
入部、及び右室流出部）の領域の３次元走査を行って、心筋が描出された３次元の超音波
画像データの動画像データの撮影を行う。この動画像データは、例えば、Ｂモードで収集
された時相ごとの超音波画像データを含む超音波画像データ群である。ここで、「時相」
とは、心臓の周期的な運動における任意の１時点（タイミング）を指し、「心時相」とも
称される。
【００４３】
　そして、画像生成部１４０は、右心室の周囲の動画像データを生成し、生成した動画像
データを画像メモリ１５０に格納する。そして、操作者は、処理対象の区間として、例え
ば、心電図におけるＲ波から次のＲ波までの１心拍分の区間を設定する。なお、本実施形
態は、処理対象の区間が２心拍分の区間や３心拍分の区間として設定される場合であって
も適用可能である。
【００４４】
　そして、取得部１７１は、例えば、超音波画像データ群を画像メモリ１５０から取得す
る。この超音波画像データ群は、操作者が設定した１心拍分の区間に含まれる複数のフレ
ームの３次元の超音波画像データ（ボリュームデータ）を含む。
【００４５】
　なお、第１の実施形態では、典型的なスペックルトラッキング法への適用例を説明する
ため、複数時相に亘るボリュームデータを取得する場合を説明したが、実施形態はこれに
限定されるものではない。例えば、取得部１７１は、１時相に対応するボリュームデータ
を取得してもよい。したがって、例えば、取得部１７１は、拡張末期（End-systole）又
は収縮末期（End-Diastole）に対応する１時相のボリュームデータを取得してもよい。
【００４６】
　また、第１の実施形態では、取得部１７１が、右心室が撮影された３次元の超音波画像
データを取得して、以下の処理に用いる場合を説明するが、実施形態はこれに限定される
ものではない。例えば、取得部１７１が取得する３次元の超音波画像データは、左心室が
撮影されたものでもよいし、心臓全体、或いは心臓以外の他の部位が撮影されたものであ
ってもよい。
【００４７】
　また、第１の実施形態では、３次元医用画像データとして、超音波の送受信によって生
成された３次元の超音波画像データが用いられる場合を説明するが、実施形態はこれに限
定されるものではない。例えば、３次元医用画像データは、Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ装置
、ＭＲＩ装置、ＳＰＥＣＴ装置、ＰＥＴ装置、ＳＰＥＣＴ装置とＸ線ＣＴ装置とが一体化
されたＳＰＥＣＴ－ＣＴ装置、ＰＥＴ装置とＸ線ＣＴ装置とが一体化されたＰＥＴ－ＣＴ
装置、ＰＥＴ装置とＭＲＩ装置とが一体化されたＰＥＴ－ＭＲＩ装置、若しくはこれらの
装置を複数含む装置群等、超音波診断装置とは異なる医用画像診断装置によって生成され
た３次元医用画像データであってもよい。
【００４８】
　算出部１７２は、３次元医用画像データから、所定領域について、容積及び運動指標の
少なくとも一方の情報を算出する。例えば、算出部１７２は、取得部１７１によって取得
された少なくとも１心拍分の３次元医用画像データに含まれる３次元医用画像データ同士
のパターンマッチングを含む処理により、容積及び運動指標の少なくとも一方の情報を算
出する。
【００４９】
　まず、算出部１７２は、３次元医用画像データ群に対して複数の関心領域を設定する。
なお、本実施形態において設定される複数の関心領域とは、例えば、右心室、右室流入部
、及び右室流出部を含み、これらの領域は互いに連結されているので、実質的には１つの
関心領域を設定することに相当する。具体的には、これら複数の領域は、例えば、右心室
および連結する組織全体に関する境界検出手段や、用手的な境界位置の設定手段に基づく
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、境界のセグメンテーションにより設定される。なお、右室流入部は、三尖弁を含む管状
構造物であり、右室流出部は、肺動脈弁を含む管状構造物である。
【００５０】
　続いて、算出部１７２は、複数の関心領域が設定された３次元医用画像データにおいて
、右心室の概形を示す複数の位置に対して各位置を識別する識別情報を設定する。例えば
、算出部１７２は、超音波画像データ群に含まれる少なくとも１つの超音波画像データに
おける右心室の輪郭（表面）に対応する位置に、アドレスが付与された追跡点を複数設定
する。ここで、追跡点は、局所領域の運動指標を算出するために経時的に追跡される点で
あり、局所領域の輪郭を構成する構成点である。また、アドレスは、各追跡点を識別する
ために付与される番号であり、例えば、心臓の内膜における各追跡点の位置に基づいて定
義される。なお、アドレスは、番号に限らず、例えば、文字、記号等、各追跡点の位置を
識別可能な識別情報であればよい。
【００５１】
　なお、ここでは、一例として、右心室の内膜に対して以下の処理が実行される場合を説
明するが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、内膜に限らず、外膜若し
くは内膜と外膜の中間層に対して以下の処理が実行されてもよい。また、算出部１７２は
、例えば、右心室に限らず、左心室や左心房、右心房、若しくは心臓全体等、任意の所定
領域に対して以下の処理が実行されてもよい。なお、本実施形態では、算出部１７２は、
操作者が用手的に設定した情報により、心臓の初期輪郭に対応する位置に、輪郭を構成す
る構成点を複数設定する。
【００５２】
　例えば、操作者は、取得部１７１によって取得されたボリュームデータ群について、任
意の心時相を指定する。ここで指定される任意の心時相は、１心拍分の区間に含まれるフ
レームのうちの任意のフレームであり、例えば、拡張末期時相（最初のＲ波時相）である
。そして、操作者によって任意の心時相が指定されると、算出部１７２は、指定された心
時相における心臓のボリュームデータに対して、右心室への血液の流入を行うための第１
部位の心筋領域の輪郭線を、第１部位の軸に沿った断面を用いて入力し、補間処理によっ
て、第１部位を近似した３次元形状を設定する。
【００５３】
　次に、算出部１７２は、上記所定時相に対応するボリュームデータに対して、右心室か
らの血液の流出を行うための第２部位の心筋領域の輪郭線を、第２部位の軸に沿った断面
像で入力し、補間処理によって、第２部位を近似した３次元形状を設定する。
【００５４】
　更に、算出部１７２は、近似された第１部位の三次元形状及び第２部位の三次元形状を
用いて、第１部位及び第２部位を含む心室の三次元心筋形状をボリュームデータに設定す
る。その結果、例えば、図２に示す様に、第１部位ＶＩの三次元形状、第２部位ＶＯの三
次元形状を含む心室の三次元心筋形状ＶＥが設定（或いは抽出）されることになる。
【００５５】
　この際に、算出部１７２は、心臓の内膜の３次元における初期輪郭を構成する複数の構
成点（図２のメッシュ表示においては、各メッシュの交点の位置が対応する）に対して、
アドレスをそれぞれ付与する。例えば、算出部１７２は、心臓の内膜の各構成点の位置を
Ｐ＿ｅｎｄｏ（ｔ、ｈ、ｄ）と定義する。ここで、ｔは、１心拍分の区間に含まれるフレ
ーム（心時相）を表し、ｈは、長軸方向（高さ）のアドレス番号を表し、ｄは、円周方向
（方位）のアドレス番号を表す。なお、ここでは最初のＲ波時相を用いて初期断面を設定
しているので、ｔ＝０である。また、図２は、第１の実施形態に係る算出部１７２により
設定される構成点について説明するための図である。
【００５６】
　算出部１７２は、円周方向の基準位置として、例えば第１部位（三尖弁側）の端部を設
定し、その位置の構成点のｄを０とする。つまり、この基準位置にある構成点の位置は、
Ｐ＿ｅｎｄｏ（０、ｈ、０）と表される。そして、算出部１７２は、基準位置の構成点か
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ら円周方向にある構成点を順に、ｄ＝１，２，３・・・とアドレス番号を設定する。また
、算出部１７２は、３次元の初期輪郭のうち、心尖部から最も遠い環状輪郭の位置を長軸
方向の基準位置として、その位置の構成点のｈを０とする。つまり、この基準位置にある
構成点の位置は、Ｐ＿ｅｎｄｏ（０、０、ｄ）と表される。そして、算出部１７２は、基
準位置の構成点から心尖方向にある構成点を順に、ｈ＝１，２，３・・・とアドレス番号
を設定する。
【００５７】
　そして、算出部１７２は、複数の構成点が設定された初期時相における超音波画像デー
タと、次の時相における超音波画像データとを用いてパターンマッチングを含む処理を行
うことで、超音波画像データ群に含まれる複数の超音波画像データにおける複数の構成点
の位置を追跡する。
【００５８】
　例えば、算出部１７２は、ボリュームデータ群に含まれるフレームｔ＝０のボリューム
データに対して、初期輪郭に対応する位置に複数の構成点が設定されると、パターンマッ
チングを含む処理によって、他のフレームｔにおける各構成点の位置を追跡する。具体的
には、算出部１７２は、複数の構成点が設定済みのフレームのボリュームデータと、その
フレームと隣り合うフレームのボリュームデータとの間で、繰り返しパターンマッチング
を行う。すなわち、算出部１７２は、ｔ＝０のボリュームデータにおける心臓の内膜の各
構成点Ｐ＿ｅｎｄｏ（０、ｈ、ｄ）を起点として、ｔ＝１，２，３・・・の各フレームの
ボリュームデータにおける各構成点Ｐ＿ｅｎｄｏ（ｔ、ｈ、ｄ）の位置を追跡する。この
結果、算出部１７２は、１心拍分の区間に含まれる各フレームについて、心臓の内膜を構
成する各構成点の座標情報を求める。
【００５９】
　そして、算出部１７２は、各超音波画像データ群に含まれる複数の超音波画像データに
おける複数の構成点の位置を用いて、複数の超音波画像データごとに組織の運動を表す運
動指標を算出する。
【００６０】
　ここで、算出部１７２によって算出される運動指標の代表例としては、例えば、各構成
点の１フレームごとの局所心筋変位［ｍｍ］、２点間の距離の変化率である局所心筋スト
レイン［％］、或いはこれらの時間変化である局所心筋速度［ｃｍ／ｓ］及び局所心筋ス
トレインレート［１／ｓ］等が挙げられる。しかしながら、運動指標は、これらのパラメ
ータに限定されるものではなく、各フレームにおける複数の構成点の座標情報を用いて算
出可能なパラメータであればよい。例えば、これらの運動指標は、成分分離されてもよい
。右心室の場合には、例えば、長軸（Longitudinal）方向に成分分離されたLongitudinal
　Strain（ＬＳ）や、円周（Circumferential）方向に成分分離されたCircumferential　
Strain（ＣＳ）等の指標が用いられる。これらの指標は、右心室の２次元画像（長軸像や
短軸像）を用いた２次元のスペックルトラッキング法により算出される。また、３次元の
スペックルトラッキング法においては、局所的な面積変化率（ＡＣ：Area　Change　rati
o）が定義されてもよい。ＡＣは成分分離が不要であるため、右心室のように複雑な形状
であっても安定的な解析を可能にする。
【００６１】
　また、右心室の機能評価のために臨床で良く用いられている運動指標としては、Ｍモー
ドで計測するＴＡＰＳＥ（三尖弁輪収縮期移動量）がある。Ｍモードは１次元の解析であ
るため、ＴＡＰＳＥでは三尖弁輪付近の一部について、超音波プローブの方向へ向かう変
位成分が観察される。一方、３次元スペックルトラッキング法であれば、右心室の全領域
をカバーする変位の情報が得られる。この際の変位の方向としては、関心領域（右心室）
を基準とした長軸方向や、壁厚（Radial）方向の変位成分が検出可能である。また、右心
室の複雑な形状に左右されにくい指標として、方向への成分分離を行わない移動距離Ｄ（
Ｄ＝ｓｑｒｔ（（Ｐｘ（ｎ）－Ｐｘ（ｎ０））＾２＋（Ｐｙ（ｎ）－Ｐｙ（ｎ０））＾２
＋（Ｐｚ（ｎ）－Ｐｚ（ｎ０））＾２））を用いてもよい。ただし、（Ｐｘ（ｎ），Ｐｙ
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（ｎ），Ｐｚ（ｎ）)は追跡点Ｐの位置を示し、ｎは時相を示し、ｎ０は基準時相を示す
。
【００６２】
　なお、算出部１７２によって算出された運動指標は、算出に用いた各構成点（追跡点）
に与えられる。具体的には、例えば、心臓の内膜の各構成点から算出される運動指標は、
Ｖ＿ｅｎｄｏ（ｔ、ｈ、ｄ）と定義される。そして、算出部１７２は、算出した運動指標
をボリュームデータ群ごとに画像メモリ１５０に格納する。
【００６３】
　また、算出部１７２は、心臓のポンプ機能の指標として、容積を算出する。例えば、算
出部１７２は、右心室を含む関心領域の容積を算出する。なお、算出部１７２が容積を算
出する場合の領域は、適宜変更可能である。
【００６４】
　このように、算出部１７２は、超音波画像データ群について、心臓の容積及び運動指標
の少なくとも一方を含む情報を算出する。
【００６５】
　設定部１７３は、複数の関心領域に設定された少なくとも１つの境界位置により、複数
の関心領域が連結された領域に、第１の関心領域と、第１の関心領域以外の第２の関心領
域とを設定する。
【００６６】
　例えば、設定部１７３は、算出部１７２によって設定された複数の関心領域において、
境界位置を指定する旨の入力を操作者から受け付ける。そして、設定部１７３は、受け付
けた入力により指定された境界位置に含まれる領域を、第１の関心領域として設定する。
ここで、設定部１７３は、境界位置を、算出部１７２によって設定された構成点のいずれ
かを通るように設定する。この結果として、設定部１７３は、複数の関心領域を、第１の
関心領域と、第１の関心領域以外の第２の関心領域とに分割する。
【００６７】
　具体的には、設定部１７３は、右心室、右室流入部（第１部位）、及び右室流出部（第
２部位）を含む複数の関心領域において、右室流入部における任意の輪状の位置と、右室
流出部における任意の輪状の位置とをそれぞれ境界位置として指定する旨の入力を受け付
ける。そして、設定部１７３は、これらの境界位置により囲まれる右心室を含む領域を第
１の関心領域として設定し、これらの境界位置より外側の管状構造物を第２の関心領域と
して設定する。
【００６８】
　なお、ここでは、設定部１７３が、操作者が用手的に設定した境界位置により第１の関
心領域を設定する場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば
、境界位置がプリセットされており、設定部１７３は、プリセットの境界位置を用いて第
１の関心領域を設定してもよい。このプリセットの境界位置は、例えば、管状構造物の径
、或いはパターンマッチング等により認識される構造物（例えば、三尖弁や肺動脈弁）の
位置等によって定義されている。また、上記の例は一例に過ぎず、例えば、第１の関心領
域は、左心室であってもよいし、第２の関心領域は、左心房や管状構造物以外のものであ
ってもよい。
【００６９】
　生成部１７４は、３次元医用画像データから、複数の関心領域を含み、第１の関心領域
と、第２の関心領域とを区別した画像を生成する。例えば、生成部１７４は、複数の関心
領域が第１の関心領域及び第２の関心領域に分割された３次元医用画像データに対して、
ＳＲ処理を行って、ＳＲ画像を生成する。
【００７０】
　例えば、生成部１７４は、三尖弁及び肺動脈弁を含む右心室の領域が第１の関心領域と
して設定され、その外部の領域が第２の関心領域として設定されたボリュームデータに対
して、ＳＲ処理を行って、ＳＲ画像を生成する。ここで、生成部１７４は、第１の関心領
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域については所定のカラーコードで表示し、第２の関心領域についてはワイヤーフレーム
で表示する。これにより、使用者は、ＳＲ画像等の３次元表示を閲覧する際に、右心室、
三尖弁及び肺動脈弁を含む有効な領域である第１の関心領域を、その外部の領域（第２の
関心領域）と区別して確認することが可能となる。
【００７１】
　なお、ここでは、生成部１７４が第１の関心領域をカラーコードで表示し、第２の関心
領域をワイヤーフレームで表示する場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるもの
ではない。例えば、生成部１７４は、第１の関心領域と第２の関心領域とを、それぞれ異
なるカラーコードで表示してもよい。この場合、例えば、生成部１７４は、第１の関心領
域を運動指標に基づくカラーマップで表示し、カラーマップには無い色（灰色等）で第２
の関心領域を表示する。
【００７２】
　表示制御部１７５は、画像に、算出部１７２が算出した情報のうち、第１の関心領域の
情報を表示させる。例えば、表示制御部１７５は、算出部１７２によって算出された容積
及び運動指標の少なくとも一方を含む情報をカラーコードに変換し、生成部１７４によっ
て生成された画像にマッピングする。例えば、表示制御部１７５は、この画像を１心拍分
の動画像データとしてモニタ１３に表示する。なお、運動指標分布のマッピング法として
は、内膜面をサーフェスレンダリングした３次元的な表示法が好適である。
【００７３】
　図３Ａ及び図３Ｂは、第１の実施形態に係る表示制御部１７５により表示される表示画
面の一例を示す図である。図３Ａは、表示制御部１７５により表示されるレンダリング画
像の一例であり、図３Ｂは、表示制御部１７５により表示される時間変化曲線の一例であ
る。
【００７４】
　図３Ａに示す例では、表示制御部１７５は、右心室、右室流入部、及び右室流出部を含
む３つの関心領域が連結した連結領域３０のレンダリング画像を表示する。ここで、連結
領域３０は、右室流出部に設定された輪状の境界位置３１と、右室流入部に設定された輪
状の境界位置３２とによって、第１の関心領域３３と第２の関心領域３４とに分割されて
いる。この第１の関心領域３３は、１４個の領域に分割されている。表示制御部１７５は
、この第１の関心領域３３に、上記の移動距離Ｄをカラーコード化して表示する。なお、
第２の関心領域は、生成部１７４によってワイヤーフレームで表示されている。
【００７５】
　図３Ｂに示す例では、表示制御部１７５は、移動距離Ｄの時間変化曲線をグラフにより
表示する。なお、ここでは、１４個に分割された領域のうち、６個の領域が選択されてグ
ラフとして表示されている。つまり、表示制御部１７５は、６個の領域それぞれに含まれ
る構成点の移動距離Ｄの平均値を、６つの時間変化曲線として表示する。なお、この値は
、主にピーク値の程度評価やピークのタイミング評価の用途で広く用いられている。また
、分割された各領域の運動指標の値を全ての領域で平均することで、心腔のポンプ機能を
発生させるためのglobalな心筋機能の指標として用いることができる。
【００７６】
　なお、図３Ａ及び図３Ｂの例では表示される情報として移動距離Ｄが選択される場合を
例示したが、これに限定されるものではない。例えば、表示制御部１７５は、算出部１７
２によって算出される他の値を表示してもよい。また、図３Ａの例では、右心室が１４個
の領域に分割される場合を例示したが、これに限定されるものではない。例えば、任意の
個数に分割されてもよいし、分割されなくてもよい。
【００７７】
　このように、表示制御部１７５は、画像に、算出部１７２が算出した情報のうち第１の
関心領域の情報を表示させる。
【００７８】
　変更部１７６は、操作者による指示を受け付けて、指示に応じて境界位置を変更する。
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例えば、変更部１７６は、境界位置を、複数の位置のいずれかを通るように変更する。
【００７９】
　図４Ａ及び図４Ｂは、第１の実施形態に係る変更部１７６の処理を説明するための図で
ある。図４Ａは、図３Ａの境界位置３２の輪状レベルが変更された後のレンダリング画像
の一例であり、図４Ｂは、図４Ａに対応する移動距離Ｄの時間変化曲線の一例である。つ
まり、図３Ａ～図４Ｂは、境界位置３２の輪状レベルが、右室流入部の弁輪（三尖弁）位
置（図３Ａ及び図３Ｂ）から右室流入部の端部（図４Ａ及び図４Ｂ）へ変更される場合の
様子を例示する。なお、図３Ｂ及び図４Ｂに示した破線部は、Ｂａｓａｌ部位に対応する
３領域の移動距離Ｄのピーク値に対応する。
【００８０】
　まず、変更部１７６は、変更の対象となる境界位置を指定する旨の入力を受け付ける。
例えば、図３Ａの例では、境界位置３１及び境界位置３２が変更の対象として指定可能に
表示されている。例えば、キーボードの「Ｉ」キーが境界位置３２に対応づけられており
、キーボードの「Ｏ」キーが境界位置３１に対応づけられている。この場合、例えば、キ
ーボードの「Ｉ」キーが押下されると、変更部１７６は、変更の対象として境界位置３２
が指定されたものとして受け付ける。なお、変更部１７６は、指定された境界位置３２の
大きさ、形状、色等を調整することで、強調表示を行ってもよい。また、変更対象の指定
は、これに限らず、例えば、マウスカーソルのカーソル位置とクリック操作により行われ
てもよい。
【００８１】
　次に、変更部１７６は、移動方向及び移動量の指定を受け付ける。例えば、移動方向及
び移動量は、マウスホイールの回転方向と回転量に対応づけられている。この場合、操作
者がマウスのホイールを上方向に一定量回転させると、変更部１７６は、境界位置３２を
上方向に所定距離移動させることが指定されたものとして受け付ける。なお、移動方向及
び移動量は、これに限らず、例えば、キーボードの矢印キーの方向と押下回数に対応づけ
られていてもよい。
【００８２】
　そして、図４Ａに示すように、変更部１７６は、変更の指示に応じて、境界位置の輪状
レベルを、アドレスが設定された位置（構成点）上で変更する。ここで、境界位置３２が
通る構成点４０の位置が（ｈ１、ｄ１）であり、移動方向が上方向であり、移動量が「２
０」である場合を説明する。この場合、例えば、変更部１７６は、境界位置３２が通る構
成点の位置（ｈ１、ｄ１）を上方向に２０アドレス分移動させる。つまり、変更部１７６
は、構成点の位置の長軸方向の値に２０を加算して、構成点の位置を（ｈ１＋２０、ｄ１
）とする。これにより、変更部１７６は、境界位置３２の長軸方向の位置をｈ１＋２０と
する。また、変更部１７６は、変更後の境界位置３２に接続する境界線を引く。例えば、
変更部１７６は、構成点４０と、構成点４１との最短経路を算出する。この場合、変更部
１７６は、例えば、変更後の構成点４０と接続される構成点４１との最短経路であって、
初期輪郭上を通る経路を求める。そして、変更部１７６は、求めた最短経路を通るように
、構成点４０と構成点４１とを結ぶ境界線を引く。
【００８３】
　そして、算出部１７２は、変更部１７６による変更に応じて、情報の再算出を行う。例
えば、算出部１７２は、境界位置３２を境界線とする２次元的な領域に含まれる運動指標
の平均値や、境界位置３２を境界線とする３次元的な領域の容積等が算出されていた場合
には、それらの情報を再算出する。
【００８４】
　そして、生成部１７４は、変更部１７６による変更に応じて、画像（例えばレンダリン
グ画像）の再生成を行う。そして、表示制御部１７５は、再生成された画像に、第１の関
心領域の情報を表示させる。これにより、モニタ１３に、図４Ａのレンダリング画像や図
４Ｂの時間変化曲線が表示される。
【００８５】
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　例えば、図４Ｂに示すように、表示制御部１７５は、境界位置が変更された後の３次元
医用画像データを用いて、移動距離Ｄの時間変化曲線をグラフにより表示する。これによ
り、境界位置３２の変更に応じてＢａｓａｌ部位に対応する３領域のグラフ値が変化する
様子が解る。同様に、右心室の容積情報も変化している。
【００８６】
　このように、変更部１７６は、操作者による指示を受け付けて、指示に応じて境界位置
を変更する。そして、変更部１７６による変更に応じて、生成部１７４は、画像の再生成
を行い、表示制御部１７５は、再生成された画像に第１の関心領域の情報を表示させる。
これにより、使用者は、直感的な操作により境界位置の輪状レベルを変更できるとともに
、その変更に応じた境界位置前後の様子を確認したり、容積や運動指標の動的な変化を観
察したりすることが可能となる。
【００８７】
　図５は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するためのフローチャート
である。
【００８８】
　図５に示すように、超音波診断装置１において、取得部１７１は、被検体の所定部位を
撮影した３次元医用画像データを取得する（ステップＳ１０１）。例えば、取得部１７１
は、所定部位として心臓の少なくとも一部が撮影された３次元医用画像データを、少なく
とも１心拍分取得する。
【００８９】
　続いて、算出部１７２は、３次元医用画像データ群に対して複数の関心領域を設定する
（ステップＳ１０２）。例えば、算出部１７２は、右心室および連結する組織全体に関す
る境界検出手段や、用手的な境界位置の設定手段に基づく、境界のセグメンテーションに
より、右心室、右室流入部、及び右室流出部を含む複数の関心領域を設定する。
【００９０】
　算出部１７２は、３次元医用画像データから、複数の関心領域それぞれについて、容積
及び運動指標の少なくとも一方の情報を算出する（ステップＳ１０３）。例えば、算出部
１７２は、複数の関心領域が設定された３次元医用画像データにおいて、右心室の概形を
示す複数の位置（構成点）に対して各位置を識別する識別情報（アドレス）を設定する。
そして、算出部１７２は、複数の構成点が設定された超音波画像データと、他の超音波画
像データとを用いてパターンマッチングを含む処理を行うことで、超音波画像データ群に
含まれる複数の超音波画像データにおける複数の構成点の位置を追跡する。そして、算出
部１７２は、各超音波画像データ群に含まれる複数の超音波画像データにおける複数の構
成点の位置を用いて、複数の超音波画像データごとに組織の運動を表す運動指標を算出す
る。
【００９１】
　設定部１７３は、複数の関心領域の少なくとも１つの関心領域に設定された少なくとも
１つの境界位置により、複数の関心領域に第１の関心領域を設定する（ステップＳ１０４
）。例えば、設定部１７３は、算出部１７２によって設定された複数の関心領域において
、境界位置を指定する旨の入力を操作者から受け付ける。そして、設定部１７３は、受け
付けた入力により指定された境界位置に含まれる領域を、第１の関心領域として設定する
。この結果として、設定部１７３は、複数の関心領域を、第１の関心領域と、第１の関心
領域以外の第２の関心領域とに分割する。
【００９２】
　生成部１７４は、３次元医用画像データから、複数の関心領域を含み、第１の関心領域
と、第１の関心領域以外の第２の関心領域とを区別した画像を生成する（ステップＳ１０
５）。例えば、生成部１７４は、複数の関心領域が第１の関心領域及び第２の関心領域に
分割された３次元医用画像データに対して、ＳＲ処理を行って、レンダリング画像を生成
する。
【００９３】
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　表示制御部１７５は、画像に、算出部１７２が算出した情報のうち、第１の関心領域の
情報を表示させる（ステップＳ１０６）。例えば、表示制御部１７５は、算出部１７２に
よって算出された容積及び運動指標の少なくとも一方を含む情報をカラーコードに変換し
、生成部１７４によって生成された画像にマッピングする。例えば、表示制御部１７５は
、この画像を１心拍分の動画像データとしてモニタ１３に表示する。
【００９４】
　変更部１７６は、操作者による指示を受け付けて、指示に応じて境界位置を変更し、出
力を更新する（ステップＳ１０７）。例えば、変更部１７６は、操作者による指示を受け
付けて、指示に応じて境界位置を変更する。そして、変更部１７６による変更に応じて、
生成部１７４は、画像の再生成を行い、表示制御部１７５は、再生成された画像に第１の
関心領域の情報を表示させる。
【００９５】
　上述してきたように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１において、取得部１７１
は、連結された複数の関心領域を含む被検体の部位を撮影した３次元医用画像データを取
得する。算出部１７２は、３次元医用画像データから、所定領域について、容積及び運動
指標の少なくとも一方の情報を算出する。設定部１７３は、複数の関心領域に設定された
少なくとも１つの境界位置により、複数の関心領域が連結された領域に、第１の関心領域
と、第１の関心領域以外の第２の関心領域とを設定する。生成部１７４は、３次元医用画
像データから、複数の関心領域を含み、第１の関心領域と、第２の関心領域とを区別した
画像を生成する。表示制御部１７５は、画像に、算出部１７２が算出した情報のうち、第
１の関心領域の情報を表示させる。このため、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は
、３次元画像に設定された関心領域の境界周辺の様子を容易に把握することを可能にする
。
【００９６】
　例えば、超音波診断装置１は、境界位置の変更に伴って、変更された境界位置近傍の第
１の関心領域の情報を更新する。このため、超音波診断装置１は、解析結果の３次元表示
上で関心領域として有効な範囲を確認しつつ、境界位置を変えながら出力（容積や運動指
標等）の変化の様子を観察可能とする。したがって、画質が悪く弁輪部位の境界位置が認
識しにくい場合や、個々の症例で弁輪部位の近傍で複雑な形状を呈する場合であっても、
関心領域全体の様子を把握しながら、妥当な弁輪位置を判断することができるようになる
。この結果として、内腔容積出力の精度や、弁輪に近い局所領域における壁運動指標出力
の妥当性が向上する。
【００９７】
　また、例えば、超音波診断装置１において、設定部１７３は、境界位置を、所定部位の
少なくとも一部の概形を示す複数の位置のいずれかを通るように設定する。そして、変更
部１７６は、境界位置を、複数の位置のいずれかを通るように変更する。このため、超音
波診断装置１は、第１の関心領域と第２の関心領域との間の境界位置を容易に変更するこ
とが可能となる。
【００９８】
（第１の実施形態の変形例）
　上記の実施形態では、境界線を変更することで、境界位置３２の輪状レベルを変更する
場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、個々の症例にお
ける形状の違いを詳細に反映させるために、境界位置に含まれる点の位置を変更してもよ
い。
【００９９】
　図６は、第１の実施形態の変形例に係る変更部１７６の処理を説明するための図である
。図６には、複数の連結領域３０において、境界位置３２上に存在するセグメントの頂点
４２が変更される場合を説明する。
【０１００】
　例えば、変更部１７６は、マウスカーソルのカーソル位置とクリック操作により、頂点
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４２が変更の対象として指定される。そして、変更部１７６は、移動方向及び移動量の指
定を受け付ける。例えば、移動方向及び移動量は、キーボードの矢印キーの方向と押下回
数に対応づけられている。この場合、操作者が任意の方向の矢印キーを任意回数押下する
ことで、変更部１７６は、頂点４２の移動方向と移動量を受け付ける。そして、変更部１
７６は、変更の指示に応じて、頂点４２を、アドレスが設定された位置（構成点）上で変
更する。ここで、境界位置３２が通る頂点４２の位置が（ｈ２、ｄ２）であり、移動方向
が右方向であり、移動量が「ａ」である場合を説明する。この場合、例えば、変更部１７
６は、境界位置３２が通る構成点の位置（ｈ２、ｄ２）を右方向にａアドレス分移動させ
る。つまり、変更部１７６は、頂点４２の位置の円周方向の値にａを加算して、頂点４２
の位置を（ｈ２、ｄ２＋ａ）とする。これにより、変更部１７６は、頂点４２の円周方向
の位置をｄ２＋ａとする。また、変更部１７６は、変更後の頂点４２と接続する頂点との
間の境界線を引く。例えば、変更部１７６は、頂点４２と頂点４３との最短経路を算出す
る。そして、変更部１７６は、求めた最短経路を通るように、頂点４２と頂点４３とを結
ぶ境界線を引く。
【０１０１】
　このように、変更部１７６は、境界位置に含まれる頂点の位置を変更可能とすることで
、個々の症例における形状の違いを詳細に反映させることを可能にする。
【０１０２】
（その他の実施形態）
　上述した実施形態以外にも、種々の異なる形態にて実施されてもよい。
【０１０３】
（変更部１７６を含まない構成）
　上記の実施形態において説明した構成はあくまで一例に過ぎず、例えば、超音波診断装
置１は、必ずしも変更部１７６を備えていなくてもよい。
【０１０４】
　すなわち、超音波診断装置１は、３Ｄ画像上に設定され、解析結果が表示される第１の
関心領域と、その外部の領域である第２の関心領域とを区別して表示する。このように表
示されることにより、例えば、使用者は、現在解析結果が表示されている領域が心臓全体
から見てどの程度の大きさなのか、或いは、現在の境界位置と三尖弁（又は肺動脈弁）と
の位置関係はどのような様子なのかといったことを、容易に把握することが可能となる。
【０１０５】
（画像処理装置への適用）
　また、例えば、上記の実施形態において説明した機能は、医用画像診断装置に限らず、
画像処理装置に対しても適用することが可能である。
【０１０６】
　図７は、その他の実施形態に係る画像処理システムの構成例を示す図である。図７に示
すように、その他の実施形態に係る画像処理システムは、画像処理装置２００と、医用画
像診断装置３００と、画像保管装置４００とを備える。なお、図７に例示する各装置は、
例えば、病院内に設置された院内ＬＡＮ（Local　Area　Network）５により、直接的、又
は、間接的に相互に通信可能な状態となっている。例えば、画像処理システムにＰＡＣＳ
（Picture　Archiving　and　Communication　System）が導入されている場合、各装置は
、ＤＩＣＯＭ（Digital　Imaging　and　Communications　in　Medicine）規格に則って
、医用画像データ等を相互に送受信する。
【０１０７】
　図７において、例えば、医用画像診断装置３００は、３次元の医用画像データを撮像し
、撮像した３次元の医用画像データを画像保管装置４００へ格納する。なお、医用画像診
断装置３００は、例えば、超音波診断装置、Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ（Computed　Tomogr
aphy）装置、ＭＲＩ（Magnetic　Resonance　Imaging）装置、ＳＰＥＣＴ（Single　Phot
on　Emission　Computed　Tomography）装置、ＰＥＴ（Positron　Emission　Tomography
）装置、ＳＰＥＣＴ装置とＸ線ＣＴ装置とが一体化されたＳＰＥＣＴ－ＣＴ装置、ＰＥＴ
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装置とＸ線ＣＴ装置とが一体化されたＰＥＴ－ＣＴ装置、ＰＥＴ装置とＭＲＩ装置とが一
体化されたＰＥＴ－ＭＲＩ装置、若しくはこれらの装置を複数含む装置群等に対応する。
【０１０８】
　また、画像保管装置４００は、医用画像データを保管するデータベースである。具体的
には、画像保管装置４００は、各種の医用画像診断装置３００により生成された３次元医
用画像データを自装置の記憶部に格納し、保管する。画像保管装置４００に保管された３
次元の医用画像データは、例えば、患者ＩＤ、検査ＩＤ、装置ＩＤ、シリーズＩＤ等の付
帯情報と対応付けて保管される。
【０１０９】
　画像処理装置２００は、例えば、病院内に勤務する医師や検査技師が医用画像の閲覧に
用いるワークステーションやＰＣ（Personal　Computer）等である。画像処理装置２００
の操作者は、患者ＩＤ、検査ＩＤ、装置ＩＤ、シリーズＩＤ等を用いた検索を行なうこと
で、必要な３次元の医用画像データを画像保管装置４００から取得する。或いは、画像処
理装置２００は、医用画像診断装置３００から直接、３次元の医用画像データを受信して
もよい。
【０１１０】
　画像処理装置２００は、入力部２０１と、通信部２０２と、表示部２０３と、記憶部２
１０と、制御部２２０とを備える。入力部２０１、通信部２０２、表示部２０３、記憶部
２１０、及び制御部２２０は、互いに接続されている。
【０１１１】
　入力部２０１は、マウスやペンタブレット等のポインティングデバイス、キーボード、
トラックボール等であり、画像処理装置２００に対する各種操作の入力を操作者から受け
付ける。マウスを用いる場合には、マウスホイールによる入力を行うことができる。ペン
タブレットを用いる場合には、フリック操作やスワイプ操作による入力を行うことができ
る。通信部２０２は、ＮＩＣ（Network　Interface　Card）等であり、他の装置との間で
通信を行う。表示部２０３は、モニタ、液晶パネル等であり、各種情報を表示する。
【０１１２】
　記憶部２１０は、例えば、ハードディスク、半導体メモリ素子等であり、各種情報を記
憶する。例えば、記憶部２１０は、制御部２２０が実行する複数の処理を記憶する。
【０１１３】
　制御部２２０は、例えば、ＣＰＵ（Central　Processing　Unit）やＭＰＵ（Micro　Pr
ocessing　Unit）等の電子回路、ＡＳＩＣ（Application　Specific　Integrated　Circu
it）やＦＰＧＡ（Field　Programmable　Gate　Array）等の集積回路であり、画像処理装
置２００の全体制御を行う。
【０１１４】
　ここで、制御部２２０は、取得部１７１、算出部１７２、設定部１７３、生成部１７４
、及び表示制御部１７５と同様の処理部を備える。すなわち、制御部２２０において、取
得部１７１と同様の処理部は、連結された複数の関心領域を含む被検体の部位を撮影した
３次元医用画像データを取得する。算出部１７２と同様の処理部は、３次元医用画像デー
タから、所定領域について、容積及び運動指標の少なくとも一方の情報を算出する。設定
部１７３と同様の処理部は、複数の関心領域に設定された少なくとも１つの境界位置によ
り、複数の関心領域が連結された領域に、第１の関心領域と、第１の関心領域以外の第２
の関心領域とを設定する。生成部１７４と同様の処理部は、３次元医用画像データから、
複数の関心領域を含み、第１の関心領域と、第２の関心領域とを区別した画像を生成する
。表示制御部１７５と同様の処理部は、画像に、算出部１７２が算出した情報のうち、第
１の関心領域の情報を表示させる。このため、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は
、３次元画像に設定された関心領域の境界周辺の様子を容易に把握することを可能にする
。
【０１１５】
　また、例えば、上記の実施形態において、図示した各装置の各構成要素は機能概念的な
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ものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。すなわち、各
装置の分散・統合の具体的形態は図示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負
荷や使用状況等に応じて、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成すること
ができる。更に、各装置にて行なわれる各処理機能は、その全部又は任意の一部が、ＣＰ
Ｕ及び当該ＣＰＵにて解析実行されるプログラムにて実現され、或いは、ワイヤードロジ
ックによるハードウェアとして実現され得る。
【０１１６】
　また、上記の画像処理方法が適用される部位は、心臓に限らず、肝臓等の臓器であって
もよい。
【０１１７】
　また、上記の実施形態では、実施形態が壁運動解析（ＷＭＴ）に適用される場合を説明
したが、これに限定されるものではない。すなわち、本実施形態は、ボリュームデータに
含まれる被写体の部位の表面上に設定された関心領域の境界を変更する場合に、広く適用
可能なものである。また、被写体の部位の表面とは、被検体の臓器の表面（輪郭）であっ
てもよいし、体表面であってもよい。この場合、被写体の表面は、従来の如何なる技術に
よって検出されてもよい。特に、臓器に本願を適用する場合には、連結した複数の腫瘍を
まとめて一つの関心領域と見なし、腫瘍間の境界位置を変更しつつ複数の腫瘍の容積を同
時に解析するのが好適な適用例である。
【０１１８】
　また、上記の実施形態及び変形例で説明した画像処理方法は、あらかじめ用意された画
像処理プログラムをパーソナルコンピュータやワークステーション等のコンピュータで実
行することによって実現することができる。この画像処理プログラムは、インターネット
等のネットワークを介して配布することができる。また、この画像処理プログラムは、ハ
ードディスク、フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等のコンピ
ュータで読み取り可能な記録媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出
されることによって実行することもできる。
【０１１９】
　以上、説明した少なくともひとつの実施形態によれば、３次元画像における関心領域の
境界を容易に調整することができる。
【０１２０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０１２１】
　１　　　　　超音波診断装置
　１００　　　装置本体
　１７０　　　制御部
　１７１　　　取得部
　１７２　　　算出部
　１７３　　　設定部
　１７４　　　生成部
　１７５　　　表示制御部
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